
◆事務所体制（砂防）

平成２９年８月２２日　２０時００分　　　注意体制

平成２９年８月２２日　２０時５０分　　　警戒体制

平成２９年８月２３日　１６時００分　　　解　除
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湯沢河川国道事務所

低気圧に伴う降雨による防災情報（第５報・終報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【警戒体制（砂防）】解除

《問い合わせ先》

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢・角館支局　　　　

湯沢河川国道事務所では、低気圧に伴う降雨により災害対策支部【警戒体制

（砂防）】を設置しておりましたが、管内の砂防施設を点検した結果、異状が認

められないこと、また、今後まとまった降雨が見込まれないことから、平成２９年

８月２３日１６時００分に災害対策支部【警戒体制（砂防）】を解除しました。


